
新高齢者医療制度
説策 解政

　

政
府
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
２
０
１

３
年
か
ら
の
新
制
度
創
設
と
と
も
に
廃
止
す
る
と
し
て

い
る
。
厚
労
省
が
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
に
提
示

し
た
試
算
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

仕組みそのままに年齢拡大仕組みそのままに年齢拡大
「
現
役
と
別
勘
定
」

後
期
高
齢
と
同
じ

　

３
月
９
日
、
厚
労
省
の
高
齢

者
医
療
制
度
改
革
会
議
は
新
た

な
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い

て
、
四
つ
の
案
を
財
源
構
成
の

試
算
な
ど
を
交
え
て
検
討
し

た
。
①
全
年
齢
で
リ
ス
ク
構
造

調
整
を
行
っ
た
上
で
、
都
道
府

県
単
位
で
一
元
化
す
る
案
、
②

一
定
年
齢
以
上
の
「
別
建
て
」

保
険
方
式
を
基
本
と
す
る
案
、

③
突
き
抜
け
方
式
と
す
る
案
、

④
高
齢
者
と
国
保
の
一
体
的
運

用
を
は
か
る
案
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
有
力
案
と
さ
れ

財
政
試
算
が
出
さ
れ
た
の
は
④

の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
と
国
保

の
一
体
的
運
用
を
は
か
る
案
で

あ
る
（
図
１
の
Ⅱ
）。

　

こ
の
財
政
試
算
の
特
徴
は
、

第
１
に
65
歳
以
上
の
高
齢
者
全

員
を
国
保
に
加
入
さ
せ
た
上

で
、
65
歳
未
満
の
現
役
世
代
と

別
勘
定
に
す
る
と
い
う
こ
と
、

第
２
に
、
運
営
を
都
道
府
県
単

位
に
統
合
し
た
国
保
か
広
域
連

合
に
よ
っ
て
行
う
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
第
３
に
、
高
齢
者
の

保
険
料
負
担
は
現
行
と
同
じ
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

保
険
料
・
窓
口
負
担

の
問
題
は
そ
の
ま
ま

　

「
試
算
」
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
枠
組
み
を
存
続
さ
せ

た
も
の
で
、
一
体
な
ぜ
国
民
が

制
度
の
廃
止
を
要
求
し
た
の

か
、
政
府
が
全
く
理
解
し
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

現
在
の
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
国
民
か
ら
反
対
の
声
が
強

い
の
は
、〝
う
ば
捨
て
山
〞
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
高
齢
者
の
医

療
費
削
減
を
目
的
と
し
て
掲

げ
、
そ
の
た
め
に
75
歳
以
上
の

高
齢
者
を
差
別
し
、
別
枠
の
制

度
に
囲
い
込
ん
だ
こ
と
だ
。
今

回
の
案
で
も
、
国
保
と
一
体
的

運
用
を
行
う
と
い
い
つ
つ
も
、

高
齢
者
を
別
勘
定
に
す
る
と
し

て
お
り
、
結
局
現
行
制
度
の
75

歳
以
上
と
い
う
対
象
年
齢
を
、

65
歳
か
ら
に
広
げ
る
だ
け
で
あ

る
。

　

財
源
に
つ
い
て
も
、「
公
費

５
割
、
保
険
者
４
割
、
高
齢
者

１
割
」
を
「
負
担
割
合
の
明
確

化
」
で
「
利
点
」
だ
と
し
て
現

行
の
枠
組
み
の
ま
ま
で
あ
る
。

高
齢
者
は
保
険
料
１
割
と
患
者

負
担
１
割
の
約
２
割
を
負
担
し

て
い
る
。
し
か
も
高
齢
者
の
窓

口
負
担
は
「
１
割
」
と
は
い

え
、
い
く
つ
も
の
病
気
を
抱
え

て
い
る
た
め
、
一
人
当
た
り
の

負
担
額
は
現
役
世
代
の
３
倍
に

も
及
ぶ
（
図
２
）。「
試
算
」
に

は
、
高
齢
者
自
身
の
負
担
を
見

直
す
立
場
は
全
く
な
く
、
保
険

料
は
「
現
行
と
同
額
」、
窓
口

負
担
は
議
論
さ
え
し
て
い
な

い
。

　

こ
れ
ら
を
新
制
度
に
も
引
き

継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、「
医
療

費
が
際
限
な
く
上
が
り
続
け
る

痛
み
を
後
期
高
齢
者
が
自
分
の

感
覚
で
感
じ
取
っ
て
い
た
だ

く
」
と
当
時
の
厚
生
労
働
省
の

担
当
者
が
言
っ
た
よ
う
に
、
高

齢
者
の
医
療
費
を
抑
制
す
る
た

め
の
仕
組
み
を
温
存
す
る
と
い

65歳

支援金
51％
支援金
51％

公　費
32％
公　費
32％

保険料
17％
保険料
17％

65歳以上の医療給付費17兆円
（2010年度予算ベース）

図１－Ⅱ　65歳以上全員国保加入案の厚労省試算
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保険料
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75歳以上の医療給付費11.7兆円
（2010年度予算ベース）

図１－Ⅰ　現行の後期高齢者医療制度
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図２　一人あたりの窓口負担額 う
こ
と
で
あ
る
。

　

批
判
の
大
き
か
っ
た
被
用
者

保
険
の
被
保
険
者
と
扶
養
家
族

も
一
律
に
被
用
者
保
険
を
脱
退

さ
せ
て
新
制
度
に
移
行
す
る
案

も
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
も

現
行
制
度
の
問
題
点
を
そ
の
ま

ま
残
す
も
の
と
な
る
。

都
道
府
県　

単
位
の
運
営

　

厚
労
省
は
負
担
と
給
付
の
関

係
が
都
道
府
県
ご
と
に
「
一
元

化
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
利

点
」
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
広
域
連
合
は
都
道

府
県
や
市
町
村
の
よ
う
に
一
般

財
源
を
持
た
な
い
た
め
、
市
町

村
国
保
で
は
可
能
な
一
般
財
源

に
よ
る
独
自
の
負
担
軽
減
が
で

き
な
い
。

　

鳩
山
政
権
は
広
域
連
合
の
仕

組
み
も
残
し
て
、
市
町
村
の
負

担
軽
減
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
。

大
企
業
の
負
担

減
ら
す
試
算
も

　

そ
も
そ
も
、
現
行
の
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
は
「
高
齢
者
は

疾
病
リ
ス
ク
が
高
く
…
現
役
世

代
と
同
様
の
保
険
原
理
に
よ
り

高
齢
者
医
療
保
険
制
度
を
設
計

す
る
こ
と
は
困
難
」「
自
立
・

自
助
・
自
己
責
任
の
要
素
を
取

り
入
れ
（
る
）」（
日
経
連
『
保

険
者
機
能
の
強
化
へ
の
取
組
み

と
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
』）
な
ど
と
し
て
、
財
界
が

導
入
を
求
め
て
き
た
も
の
で
、

健
保
組
合
を
通
じ
た
大
企
業
の

高
齢
者
医
療
費
に
対
す
る
負
担

を
軽
減
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

実
際
に
旧
老
人
保
健
制
度
当

時
（
01
年
）
の
健
保
組
合
の
負

担
を
１
０
０
と
す
る
と
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ

た
08
年
度
に
は
79
％
と
約
20
ポ

イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る
（
表

１
）。

　

「
有
力
案
」
の
財
政
試
算
の

中
で
、
65
歳
以
上
の
医
療
費
の

財
源
と
し
て
５
割
の
公
費
を
投

入
し
た
場
合
の
試
算
で
は
、
健

保
組
合
の
負
担
は
さ
ら
に
７
０

０
０
億
円
減
る
と
さ
れ
て
お

り
、
大
企
業
の
高
齢
者
医
療
費

の
負
担
軽
減
を
さ
ら
に
進
め
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
（
表

２
）。即

廃
止
は
可
能

　

鳩
山
政
権
は
３
年
後
の
新
制

度
創
設
ま
で
廃
止
を
先
送
り
に

し
、
現
行
制
度
を
続
け
る
と
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に

な
っ
た
新
制
度
案
は
現
行
制
度

の
対
象
年
齢
を
65
歳
か
ら
に
引

き
下
げ
た
だ
け
の
も
の
で
あ

る
。
鳩
山
政
権
は
、
即
時
廃
止

を
反
故
に
し
た
こ
と
に
加
え
、

現
行
制
度
と
全
く
同
じ
制
度
を

対
象
者
を
広
げ
て
存
続
さ
せ
る

と
い
う
、
二
つ
の
公
約
違
反
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

自
治
体
関
係
者
に
よ
れ
ば

「
関
係
書
類
は
５
年
間
の
保
存

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で

自
治
体
に
も
残
っ
て
い
る
。
今

な
ら
、
担
当
者
も
変
わ
っ
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
元
の
制

度
に
も
ど
す
こ
と
は
３
カ
月
か

ら
半
年
も
あ
れ
ば
可
能
」（
東

京
都
自
治
体
労
働
組
合
総
連
合

・
田
川
英
信
副
委
員
長
）
だ
と

い
う
。
老
人
保
健
制
度
に
今
す

ぐ
戻
せ
ば
、
年
齢
に
よ
る
差

別
、
高
額
で
全
員
に
課
さ
れ
る

保
険
料
な
ど
の
問
題
は
す
ぐ
に

解
決
す
る
。

　

そ
も
そ
も
、
現
役
世
代
を
含

め
て
日
本
の
大
企
業
の
税
・
社

会
保
険
料
負
担
は
、
他
の
先
進

諸
国
と
比
べ
て
、
き
わ
め
て
低

い
（
図
３
）。

　

今
政
府
が
す
べ
き
こ
と
は
、

大
企
業
の
負
担
軽
減
で
は
な

く
、
国
民
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
即
時
廃
止
」
の
声
に
応

え
て
、
老
人
保
健
制
度
に
い
っ

た
ん
戻
し
、
そ
の
上
で
、
国
と

大
企
業
の
負
担
で
高
齢
者
に
保

険
料
や
窓
口
負
担
を
押
し
つ
け

な
い
制
度
に
改
善
す
る
こ
と
で

あ
る
。

日本（04年）日本（04年） ドイツ（04）ドイツ（04） フランス（04）フランス（04）スウェーデン（04）スウェーデン（04）

図３　日本の企業負担は低い
（民間企業の税・社会保険料負担の対GDP比）
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表２　現行制度からの財政影響
 ５割の公費を投入した場合の試算

保険料（65歳未満）
公費

協会けんぽ 健保組合 共済 市町村国保

▲0.8兆円 ▲0.7兆円 ▲0.2兆円 0.5兆円 1.2兆円

※ 公費の増加に加え、市町村国保の負担軽減策を講じることが
必要となる。
※ 高齢者の医療給付費の定率公費については、75歳以上の高齢
者（現役並み所得者を除く）の定率公費と同じ47％とした。
※ 保険料には、保険料軽減等に対する定額公費が含まれている
ことから、実際には定額公費を差し引いた額となる。
※ 退職拠出金は、市町村国保に加入する退職者医療制度の対象
者に係る高齢者医療の支援金である。

表１　老人保健法の01年患者負担・健保組合の負担を100とした場合の推移

患者負担　110

100

健保組合の負担　79
80

90

100

110

120

旧老人保健制度
（70歳以上　01年）

健保組合は20ポイントダウン

患者負担は10ポイントアップ

後期高齢者医療制度
（75歳以上　08年厚労省概算）
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